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　いつもお世話になりましてありがとうございます。

　今年は昨年と違い、雪が多くて大変ですね。

夜中や朝方のお車の運転には十分ご注意ください。

　今回のＭＭＲでは、先月開催させていただきました

平成２０年税制改正セミナーのレジュメを同封させて

いただいております。未確定の部分も多々ありますが、

今後の税制の流れを読むためにも重要な項目ばかりです。

是非ご一読ください。

　又、４月１６日（水）には事業承継セミナーの開催を

予定しております。詳しい内容については後日チラシを

送付させていただきます。是非ご参加ください。

今月のメニュー

■　セミナーレジュメ
　　　～今後の税制改正
　　　　　どう対応するか～

■　セミナーレジュメ
　　　～平成20年度
　　　　　税制改正の概要～

今月のお知らせ

★　ＨＰリニューアル
　　　　　　しました！

平成２０年　２月号
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　　平成20年度税制改正の概要

　税理士法人京都経営／㈱京都経営コンサルティング　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税理士　岡部智弘　　
　　　　TEL　075-603-9022　FAX　075-603-9055

　　　　　E-mail:oe@kyotokeiei.com
　　　　　http://www.kyotokeiei.com
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目次

■土地・住宅税制

■住宅の省エネ改修促進税制の創設

■住宅の長寿命化(200年住宅)促進税制の創設

■平成19年分確定申告のポイント
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土地・住宅税制

1.住宅優遇税制の概要

一定要件を満たす住宅購入・増改築目的で親から受
ける生前贈与を3,500万円まで非課税

「相続時精算課税制度(住宅資
金贈与)」の延長

平成21年3月末まで

・中高層耐火建築物に該当しない住宅(戸建て住宅等)
　新築後３年間　1/2に減額

・中高層耐火建築物に該当する住宅(マンション等)　　
　新築後5年間　1/2に減額

ただし、いずれも床面積120㎡が限度

「新築住宅の固定資産税の軽
減」の延長　

平成21年3月末まで

土地売買の所有権移転登記時の登録免許税の軽減
税率【本則2%】

~Ｈ21年3月末　1%
~Ｈ22年3月末　1.3%
~Ｈ23年3月末　1.5%

｢登録免許税の特例措置｣

の延長　平成23年3月末まで

税制優遇の内容延長・拡充
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住宅の省エネ改修促進税制の創設

(1)控除額

(2)具体例

　　省エネ改修工事300万円を含めて1,500万円を借り入れて増改築した場合

　　省エネ分　200万円×2%　＝　4万円

　　その他分　(1,000万円－200万円)×1%　＝　8万円　　

税額控除

(1)省エネ改修工事・・・

　　①すべての窓の改修工事

　　②①と併せて行う床・天井・壁の断熱工事　　で一定の省エネ基準を満たすもの

(２)工事費用の総額が30万円を超えるもの

(３)住宅借入金等については、償還期間5年以上のものであること

(４)平成20年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合

適用条件

一定の省エネ改修工事を行った場合、工事のための借入額に応じて５年間所得税から
税額控除を講じる所得税

計12万円控除

ローン残高 控除年 控除率

～1,000万円 1～5年目 1.0%

②うち一定の省エネ改修工事 ～200万円 1～5年目 2.0%

①省エネ改修工事を含む増改築工事費用

平成20年1月1日に存していた住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの
間に一定の省エネ改修工事を行うこと

適用条件

一定の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く)につき、1戸あたり120㎡を限度に、
翌年度分に限り当該住宅に係る税額の1/3を減額する固定資産税
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住宅の長寿命化(200年住宅)促進税制の創設

(1)不動産取得税

　　課税標準からの控除額を一般住宅特例より拡大

　　・1,300万円を課税標準から控除　(一般住宅特例の控除額：1,200万円)
(２)固定資産税

　　新築住宅に係る減額特例の適用期間を一般住宅より長期間設定

　　・戸建て　5年間　1/2に減額　(一般住宅特例：3年間　1/2に減額)
　　・マンション　7年間　1/2に減額　(一般住宅特例：5年間　1/2に減額)
(3)登録免許税

　　所有権保存登記　　軽減税率0.1%(一般住宅特例0.15%　本則0.4%)
　　所有権移転登記　　軽減税率0.1%(一般住宅特例0.3%　　本則2.0%)

軽減措置

(1)構造躯体の耐久性

　　数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できる

(2)変化に対応できる良質な居住空間

　　ライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられている

(3)住宅の耐震性

　　大規模な地震の後、構造躯体の大きな補修をすることなく使用を継続できること

(4)内装・設備の維持管理の容易性

　　耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行
　　　　　　　うために必要な措置が講じられていること

長期耐用住宅

(200年住宅)

とは

耐久性など国の認定基準を満たす住宅に関して、固定資産税・登録免許税・不動産取
得税などを軽減する概要
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平成19年分確定申告のポイント

損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。

マイホームの地震保険料の全額を所得から控除(最高5万円)
これに伴い従前の損害保険料控除は、短期の保険料控除が廃止、長期の保険料控除が一定の経過
措置を経て廃止されます。

地震保険料控除の
創設

平成19年中にマイホームを取得した人の住宅ローン控除は、①と②いずれか有利な方を選択できるよ
うになりました。

　①控除期間10年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②控除期間15年住宅ローン控除の
改正

所得税と住民税の税額から一定割合を減税する定率減税が廃止されています。定率減税の廃止

税率の改正

課税所得 税率

～195万 5%

～330万円 10%

～695万円 20%

～900万円 23%

～1,800万円 33%

1,800万円超 40%

課税所得 税率

～330万円 10%

～900万円 20%

～1,800万円 30%

1,800万円超 37%

改正前 改正後

年末残高 2,500万円以下の部分の金額

1～6年目まで 1%　最高25万円

7～10年目まで 0.5%　最高12.5万円

年末残高 2,500万円以下の部分の金額

1～10年目まで 0.6%　最高15万円

11～15年目まで 0.4%　最高10万円
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Ｈ２０税制改正セミナー
～今後の税制改正どう対応するか～　

　　　　

京都経営主催　新春税制改正セミナー

　　２００８年　１月２６日（土）
　　　

　代表社員／税理士　大江　孝明
　　　E-mail:oe@kyotokeiei.com

　　　http://www.kyotokeiei.com
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平成２０年度　税制改正（与党案）のポイント

　１.　どうなる！？平成２０年税制改正の行方
　　　　　　　・自民党案と民主党案比較　

　２.　事業承継税制
　　　　　　 ・取引所の相場のない株式等に係る相続税の納税猶予

　　　　　　　・営業権の評価　・相続税が取得者課税へ

　３.　中小企業税制
　　　　　　　・減価償却資産の耐用年数の見直しなど
　　　　　　　・優遇税制の２年間延長　（Ｈ22．3.31まで）

　４.　金融・証券税制
　　　　　　　・上場株式等の配当・譲渡所得税課税の強化
　　　　　　　・金融所得の一体課税の動き　・資料情報の強化など

　５.　土地・住宅税制
　　　　　　　・登録免許税の見直し　・固定資産税、不動産取得税の軽減措置の延長
　　　　　　　・長期耐用住宅の促進税制　・住宅の省エネ促進税制　など

　６.　その他の改正
　　　　　　　・ふるさと納税（寄付金）税制　・公益法人課税制度の見直し
　　　　　　　・今後の検討事項




